
北海道告示第10494号

北海道が令和４年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。

なお、次の表の左欄に掲げる事務又は事業に係る補助金等の交付の決定、補助金等の額の確定その他補助金等の交付に関する権限は、それぞれ同表の補助金等の交付に関する権限の委任欄に掲げ

る職にある者に委任する。

令和５年３月31日

北海道知事 鈴木 直道

（保健福祉部所管分 その22）

補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提 補助金等の交

務又は事業の名称及び 補 助 対 象 者 補 助 対 象 経 費 補 助 率 等 付すべき関係書 付すべき関係書 出部数、提出期 付に関する権 摘 要

その目的又は趣旨 類 類 限及び提出先 限の委任

１ 感染症指定医療機関運 感染症の予防及 感染症指定医療機関の運営に必要な 10分の10以内 保福第１の18号様式 保福第１の18号様式 提出部数 １部 総合振興局長

営事業 び感染症の患者に 経費（需用費（消耗品費、印刷製本費、 保福第１の20号様式 保福第１の31号様式 提出期限 別に指示す 及び振興局長

感染症指定医療機関運 対する医療に関す 光熱水費、燃料費、修繕費等）、役務 （寄附金その 保福第１の32号様式 保福第168号様式 る日

営費補助金は、第一種感 る法律（平成10年 費（通信運搬費、保険料(火災保険料、 他の収入金が （申請者が市町村で 保福第169号様式 提 出 先 総合振興局

染症指定医療機関及び第 法律第114号）第3 医療事故賠償責任保険料等)、手数料 あるときは、 ある場合を除く。） 保福第170号様式 又は振興局

二種感染症指定医療機関 8条第２項の規定 等）、委託料、使用料及び賃借料、材 補助金等の額 保福第168号様式 の保健環境

（医療法第７条第２項に により知事が指定 料費、備品購入費（単価50万円（民間 の算定に当た 保福第169号様式 部保健行政

掲げる感染症病床を有す した感染症指定医 団体にあっては30万円）未満の備品に り当該寄附金 保福第170号様式 室又は地域

る病院に限る。）（以下 療機関の設置者 限る。）） その他の収入 別に指示する様式 保健室

「感染症指定医療機関」 金の控除等を

という。）の運営に要す 行う。）

る費用に対し補助するこ

とにより、感染症のまん

延の防止を図り、もって、

公衆衛生の向上に寄与す

ることを目的として、予

算の範囲内において補助

する。

２ 北海道児童養護施設等 児童養護施設、 事業者が当該年度中に補助者に対し ２分の１以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

体制強化事業補助金 乳児院、児童心理 て支出する報酬、給料及び職員手当等 保福第１の20号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

児童養護施設等の児童 治療施設、児童自 （ただし、会計年度任用職員及び臨時 （寄附金その 保福第１の32号様式 保福第１の31号様式 る日

指導員や養育者等直接処 立支援施設、児童 的任用職員へ支給されるものに限る）、他の収入金が その他別に指示する その他別に指示する 提 出 先 保健福祉部

遇職員の補助を行う者を 自立生活援助事業 報償費、共済費 あるときは、 書類 書類 子ども未来

雇い上げることにより、 を行う事業所及び 補助金等の額 推進局子ど

直接処遇職員の業務負担 小規模住居型児童 の算定に当た も子育て支

を軽減し、離職防止と児 養育事業を行う事 り、当該寄附 援課児童相



童養護施設等の人材の確 業所を設置・運営 金その他の収 談係

保を目的として予算の範 する事業者 入金の控除等

囲内において交付する。 を行う。）


